
令和８年度ふるさと兵庫“すごいすと”地域活性化事業 実施仕様書 

 

１ 委託事業名 

令和８年度ふるさと兵庫“すごいすと”地域活性化事業 

 

２ 事業目的 

（１）ふるさと兵庫“すごいすと”情報発信事業 

まちづくりや子育て支援、観光振興など、様々な地域づくり活動を通して兵庫を元気に

している人物・団体等の優れた活動事例をウェブマガジン「ふるさと兵庫“すごいすと”」

で紹介し、多彩な兵庫の魅力の発信することで、ふるさとへの誇りや愛着の醸成につなげ

る。また、既存の“すごいすと”のネットワーク形成等により、地域活性化を図る。 

（２）地域のネクストリーダー発掘プロジェクト 

地域づくりのトップランナーである“すごいすと”のもとで、若者が地域活動を体験し、

地域活動への関心を高めることで、兵庫のネクストリーダーで“すごいすと”となり得る

地域人材の発掘・育成を図る。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日（令和８年４月１日）から令和９年３月 31日 

 

４ 委託料 

  １４，０００千円を上限とする。（消費税含む） 

 

５ 事業内容 

本仕様書に記載している要求事項は必要要件であるが、当該要求事項と同等の機能・役

務を満たすような提案で、県にとってさらに有利なものと判断した場合には提案内容を採

用することがある。 

 

（１）総合的な事業戦略の策定・提案 

本事業ではこれまで 200組以上の「すごいすと」及び「Co＋Co（ここ）すごい」の発掘・

取材を通じて、豊富な広報コンテンツを有している。事業実施においては、新規取組の立

案とともに既存コンテンツの有効な活用方策を立て、事業運営していくことが効率・効果

の観点で肝要となる。 

そのことから、事業目的達成に向けて、既存コンテンツの活用方法・役割を整理した上

で新規・既存コンテンツを相乗的に活かすにはどのような手法及び手順で実行することが

効果的か、事業全体の方針となる総合的な戦略を策定・提案すること。 

 

（２）ふるさと兵庫“すごいすと”情報発信事業 

平成 25年度に開始した「ふるさと兵庫“すごいすと”情報発信事業」について、これま

での取組内容を踏まえ、以下の要件を満たす企画を提案し、実施すること。 

 



①ウェブマガジン「ふるさと兵庫“すごいすと”」の更新及びコンテンツ追加 

メインコンテンツ「すごいすと」及びサブコンテンツ「Co＋Co（ここ）すごい」等で構

成されるウェブマガジンの更新及び制作を行う。 

ア 取材・写真撮影・記事・ウェブページの制作 

 （ア）内容 

・“すごいすと”紹介 

兵庫県の各地域において、地域の夢や自身の想いの実現をめざして活躍し、地

域を元気にしている身近なすごい人（特に 20 歳代～35 歳の若者を必ず候補に含

めること）を発掘・取材し、そのストーリーやエピソードなどを記事にまとめ、

豊富な写真とともに紹介する。人選にあたっては、候補者一覧を提出の上、県民

躍動課と協議し決定する。 

また、掲載者の一部については、過去に“すごいすと”として掲載した人物を

再取材し、記事を作成する。 

 

・“Co＋Co（ここ）すごい”紹介 

住民自ら多様な主体と協働して、地域課題の解決や特色あるまちづくりに取り

組んでいる団体（特に 20 歳代～35 歳の若者が活動の中心を担っている団体を必

ず候補に含めること）を取材し、そのストーリーやエピソードなどを記事にまと

め、豊富な写真とともに紹介する。人選にあたっては、候補者一覧を提出の上、

県民躍動課と協議し決定する。 

また、掲載団体の一部については、過去に“Co+Co（ここ）すごい”として掲載

した団体を再取材し、記事を作成する。 

 

・県支援施策情報、地域情報 

    各“すごいすと”の紹介ページから、それぞれの活動に関連する県の支援施策

情報や地域の魅力を発信する情報にリンクする。 

 

イ コンテンツ構成 

“すごいすと”及び “Co＋Co（ここ）すごい”の各紹介ページ 

・トップページ： 

“すごいすと”及び“Co＋Co（ここ）すごい”の魅力が伝わる写真を用いて構成す

ること。 

・取材記ページ： 

“すごいすと”及び“Co＋Co（ここ）すごい”の魅力、伝えたいメッセージをわか

りやすく伝えられる内容を作成し、写真・イラスト等を適切に用いた見やすいデザ

インとすること。文章量はこれまでの実績等を踏まえ、適切に設定し編集すること。 

・取材記の印刷用 PDF： 

ウェブ掲載内容をもとに、閲覧・配布に適した PDFデータを作成すること。 

なお、各紹介ページのデザイン・構成・表現方法については、本事業の効果向上に

資する改善案を積極的に提案すること。 



ウ その他共通のコンテンツ 

（ア）“すごいすと”一覧 

（イ）“Co＋Co（ここ）すごい”一覧 

（ウ）TOPICS 

（エ）すごいすととの交流のきっかけに 

（オ）“すごいすと”検索機能 

（カ）“すごいすと”ＳＮＳへのリンク 

（キ）“すごいすと”Podcastへのリンク 

（ク）お知らせ 

（ケ）お問い合わせ 

（コ）プライバシーポリシー 

（サ）ひょうごチャンネルへのリンク 

 

エ 留意点 

（ア）動画を活用するなど、発信方法を工夫すること。 

（イ）読者が閲覧しやすいページ導線とすること。 

（ウ）コメント欄やＳＮＳ等を活用し、読者との交流が図れるようにすること。 

（エ）パソコンからだけでなく、スマートフォンやタブレットからも快適にアクセス・

閲覧できるサイトとすること。  

 

オ ウェブページの公開 

制作した掲載内容について、県の検査に合格した後、ウェブページを公開する。県か

ら補正の指示があった場合は、速やかに補正を行い、再検査に合格の後、公開する。 

 

カ 掲載本数・発行スケジュール 

初回の記事は必ず令和８年６月に発行すること。 

その後は毎月１回、計 10本の記事を発行し、発行時期に偏りが生じないようスケジ

ュールを管理し、毎月 25日に定期発行すること。 

【参考：令和７年度の取組】 

・“すごいすと”      ：10人（うち再編集４人） 

・“Co＋Co（ここ）すごい” ：４団体（うち再編集１団体） 

 ※一部に対談形式の記事を含むため、記事数は計 13本。 

 

②すごいすとの認知度向上に向けた取り組み 

すごいすとの認知度向上に向け、SNS・ウェブサイト・紙媒体などを組み合わせたメディ

アミックスによる効果的な広報手法を積極的に提案すること。また、メディアミックスに

限らず、事業効果向上に寄与する独自のアイデアについても積極的に提案すること。 

【参考：令和７年度の取組】 

・SNS の活用やタブロイド紙の発行に加え、ショート動画や Podcast を制作し、ウェ 

ブサイト以外のコンテンツを充実しメディアミックスを図った。 



 

③既存のすごいすとによる、新たなネットワークづくり等に資する戦略的な提案 

令和７年度以前に掲載した個人・団体を活用し、地域活性化・地域創生に資する新たな

ネットワーク形成を図るとともに、“すごいすと”の個々の活動支援に寄与する戦略的

な提案を行うこと。実施にあたっては、県民躍動課と調整の上、実施すること。 

 【参考：令和７年度の取組】 

・後述する（３）③成果報告会と同日開催でインターンシップ参加者や地域づくり活動 

に取り組む県民とのすごいすと交流会を実施。 

・委託契約とは別に、地域づくり活動団体の課題解決のため、すごいすとをアドバイザ

ーとして県内の団体へ派遣。 

 

④「ふるさと兵庫“すごいすと”」ウェブサイトの整備等 

ウェブサイト及び“すごいすと”Facebook アカウント、X アカウント（@sugoist1）、

Instagramアカウント（sugoist_mag）、“すごいすと”Podcastアカウント（Spotify、Apple、

Amazon）の管理運営等 

ア ウェブサイトの管理運営及び保守業務を実施すること。 

イ 利用者が目的とする情報については、Yahoo!や Google などの一般的な検索エン

ジンにおける検索結果の上位に表示されるよう配慮すること。 

ウ W3Cの基準に沿って、Webユーザビリティ及びアクセシビリティに配慮されたペ

ージを作成すること。 

エ ユーザー解析のためにアクセスログを取得すること。 

オ 前月のアクセスユーザー数を集計し、毎月上旬、県に報告を行うこと。 

カ アクセスの急激な上昇にも耐えられるサーバ構成とすること。 

キ 情報セキュリティの確保をすること。詳細は下記（ア）～（キ）のとおり。 

（ア）本ウェブサイトは、情報の改ざんや盗聴等システムへの不正アクセスの防止

対策及びコンピュータウィルス等のセキュリティ対策が講じられた万全を期し

たものにし、本ウェブサイトに起因してサーバの不具合等が生じた場合は必要

な対策を講じること。 

（イ）情報の改ざん、盗聴等システムへの不正アクセスが疑われる場合は、県民躍

動課及びシステム主管課の指示に従い、サブディレクトリ下のデータ保全、ア

クセスログの分析等による原因究明を行うとともに、本ウェブサイトを整備す

る範囲内で必要な対策を講じること。 

（ウ）コンテンツを更新する際には、特定のＩＰアドレスのみ更新できるシステム

とすること。 

（エ）本ウェブサイトのサーバで使用するＯＳ、ミドルウェアやアプリケーション

等において深刻な脆弱性が判明した場合は、速やかにセキュリティパッチ適用

等の対策を講じられるよう、サーバ管理者及び県民躍動課と調整すること。そ

の際、本ウェブサイトのために専ら導入したコンテンツやソフト等に修正・変

更等が伴う場合は、受託者の負担で実施すること。 

また、サポートが終了したソフトは使用せず、サポートが終了するソフトは受

託者の負担でソフトのバージョンアップを行うこと。 

（オ）個人情報を取り扱う場合は、収集データはWebサーバとは別のサーバに格納



し暗号化を行うなど、万全の対策を施すこと。 

（カ）本ウェブサイトのコンテンツを制作・アップロードするパソコンは、ＯＳや

ブラウザ等のセキュリティパッチの適用状況、ウィルス対策ソフトの定義パタ

ーンを常に最新状態にするなど、万全の対策を施すこと。 

（キ）その他、受託者は「兵庫県情報セキュリティ対策指針」を遵守すること。また、

受託者が指針に違反し県に損害を与えたときは損害の賠償を請求することができ

る。なお、「兵庫県情報セキュリティ対策指針」は契約締結時に提供する。 

 

⑤メッセージ伝達・対応支援 

紹介者・団体と閲覧者との間で寄せられる応援メッセージ等について、次のとおり適

切な伝達および対応支援を行うこと。 

ア 閲覧者から届く応援メッセージ等を県が別途示すフォーマットによりすごいすと

本人及び団体に対して送付し、送付したことを適宜県に報告すること。報告の頻度は

半年に１回程度を想定している。 

イ 県が保有する令和７年度以前のすごいすと本人及び団体の連絡先は受託者に共有

するため、前年度以前の紹介者・団体に対しても上記①と同様の対応を行うこと。 

ウ すごいすと本人及び団体に送付するべきか判断に迷うコメント（消極的なコメン

ト、問い合わせのようなコメント等）については、適宜県に対応方法を協議すること。 

 

⑥定例会議の実施及びウェブサイトの改修 

ア 定例会議 

月１回程度、庁内会議室で開催する、県民躍動課と県広報専門人材を交えた定例会議

に出席すること。出席にあたっては、適宜必要な資料等を作成し、事前に提出すること

（庁内の日程調整は県民躍動課が行う）。 

イ ウェブサイトの改修 

定例会議や事業を実施するにあたって、本ウェブサイトの改修作業が必要となった

場合、適宜改修作業を実施すること。 

 

⑦マニュアルの更新・作成 

ア マニュアルの更新 

現行の「ふるさと兵庫“すごいすと”」ウェブサイトの操作マニュアル及びシステム

マニュアルの記載内容から変更がある場合は、情報の更新を行い、県に提出すること。

なお、現行マニュアルは、契約締結後に提供する。 

イ マニュアルの作成 

ウェブサイトのリニューアルを行う等、現行マニュアルから内容が大幅に変更となる

場合は、新たにマニュアルを作成し、紙（各１部）及び電子媒体（CD-ROM）で提出する

こと。なお電子データは、汎用的で閲覧・編集可能な形式（Microsoft Office 形式、PDF 

等）とすること。 

 

 

 



（３）地域のネクストリーダー発掘プロジェクト 

地域づくりのトップランナーである“すごいすと”のもとで、兵庫県在住や本県出身ま

たは本県に関心がある大学生・専門学校生などの若者（以下、若者）を対象にした、地域

活動インターンシップを実施する。若者の地域活動への関心を高め、兵庫のネクストリ

ーダー“すごいすと”となり得る地域人材の発掘・育成につながる企画を提案し、実施す

ること。 

なお、受託者は若者等の活動を支援するコーディネーターを１名以上配置し、以下の

業務を行うものとする。 

 

①受入れ団体と若者のマッチング 

ア 受入れ団体の事前選定 

これまで「ふるさと兵庫“すごいすと”」で紹介した“すごいすと”、“Co+Co（ここ）

すごい”等の中から、若者の受入れが可能な団体を 10 団体程度、事前に選定するこ

と。また、受入れ団体の選定方法を具体的に提案すること。 

なお、県が保有する令和７年度以前の“すごいすと”、“Co+Co（ここ）すごい”等

の連絡先を受託者に共有する。 

   イ 若者に対する参加者募集 

若者の参加を促し、20名程度の参加者数の確保に努めること。 

ウ 参加者の受付 

（ア）参加者から申込書を徴し、参加者の承諾を得た上で受入れ団体と共有するととも

に、受託者及び受入れ団体は申込書等により知り得た参加者の個人情報を本事業

に関する目的以外に使用しないことを確認すること。また、参加者は活動体験時に

知り得た秘密を受入れ団体の承諾のない限り、事業実施中及び終了後も他に漏洩

してはならないことを確認すること。 

（イ）実施にあたっては、受託者が活動体験に係る保険（傷害保険・賠償保険）につい

て参加者のために加入するとともに、誓約書等受入れ団体が求める書類を参加者

に提出させること（保険料は委託料に含む）。 

（ウ）参加者一覧表(居住地、年齢、その他県が必要と認める事項)を作成し、県に報告

すること。 

エ 受入れ団体と参加者のマッチング 

（ア）受入れ団体及び参加者の双方の希望等を聴取の上、参加者のマッチングを行うこ

と。 

（イ）実施期間については、受入れ団体及び参加者の双方の希望等を聴取し、県と調整

の上、決定するものとするが、概ね１～３か月程度の受入れ期間を確保すること。 

（ウ）活動体験が円滑かつ効果的に行われるよう、受入れ団体に対して、体験プログラ

ムの提案や参加者への対応等に係る助言等、必要な支援を行うこと。 

（エ）その他、メール及び電話での問い合わせ、個別相談等に対応できるような体制と

すること。 

 

 



②地域活動インターンシップの実施 

   ア 実施内容 

事前選定した“すごいすと”が所属する NPO・団体のもとで、概ね１～３ヵ月程度

の地域活動インターンシップを実施する。参加者が組織の一員として活動に参加

し、一からプロジェクトの企画・運営に携わることで、地域課題に取り組む現場を

体感し、地域活動への関心を高め、活動終了後も継続的に地域活動に参画する意

欲を育む。なお、本事業での地域活動とは、NPO 法人などの団体が実施する福祉、

環境、まちづくり、子育て支援、国際協力等さまざまな分野の社会貢献活動を指

す。 

【活動の具体例】 

・里山保全活動体験、里山を活用したイベントの企画立案 

・音楽イベントの広報活動、SNSでの企画・動画作成・ミュージシャンの取材 

・地域交流拠点のまちカフェの運営、地域住民に向けた講座の企画立案 

イ 実施期間 

     令和８年７月～令和８年 12月までの期間の概ね１～３ヵ月程度とする。 

なお、総活動時間は６時間/日×24日（144時間程度）を想定。 

※受入れ団体及び参加者の双方の希望等を聴取し、県と調整の上、決定。 

※１日の活動時間は、原則６時間を上限とする。 

ウ 実施場所 

     原則、兵庫県内 

エ 地域活動インターンシップの執行管理 

（ア）活動前にキックオフミーティングを実施し、参加者に事業目的や心構えを共有し、

事業を円滑に進めるための体制を整えること。 

 （イ）実施期間中は、コーディネーターが現場を訪問して状況を確認するとともに、必

要に応じて助言を行い、参加者・受入れ団体双方をサポートすること。また、参加

者に対し活動の様子をまとめた日報の作成を求め、適宜県に提出すること（月１

回程度）。 

 （ウ）活動途中に中間報告会を実施し、参加者同士の連携を強化するとともに、取組状

況の共有、課題の整理及び今後の取組方針の確認を行うこと。また、中間報告会ま

でにフォローアップ面談を実施し、活動上の不安や疑問点を把握の上、必要な支

援につなげること。 

（エ）活動終了後は、参加者及び受入れ団体の双方にアンケートを実施及び集計し、振

り返り等のフォローアップを行い、双方の円滑なコミュニケーションと信頼関係

の構築に努めること。なお、アンケート項目については、県と事前協議の上、決定

するとともに、アンケートの結果を県に提出すること。 

 （オ）参加者に対して、活動終了後も継続的に地域活動に参画するような仕組みを提案

し、実施すること。 

 

  ③成果報告会の実施 

プロジェクトを振り返り、活動結果を発表する場や自由に交流する場を設け、受入れ



団体や地域活動インターンシップ参加者だけでなく、地域づくり活動に取り組む県民

同士の繋がりを深め、新たなネットワークを構築するような企画を提案し、60 名程度

の参加者を募ること。なお、運営方法については、プログラム等を作成し、県と事前に

協議すること。 

 

  ④OB・OGネットワークの構築 

   令和７年度インターンシップ参加者のネットワークを構築し、本年度参加者への助言

や成果報告会での体験共有等に、主体的に関与できる体制を整備するための提案を行う

こと。 

 

  ⑤周知・広報 

（ア）参加者の確保に向け、説明会の開催や専用ウェブサイト、SNS、チラシ等の活用に

より、若者に向けて広く情報を発信し、積極的な周知方法を提案すること。 

（イ）活動中は、SNS 等を活用し、特に若い世代に向けて活動の様子を発信し、地域活動

に興味を持ってもらう機会を提供し、本事業の認知度向上及び次年度以降の参加者

数の拡大に繋げること。 

 【参考：令和７年度の取組】 

・Xで参加者の活動の様子、現場の雰囲気等を投稿し、情報を発信。 

（ウ）活動終了後は、活動成果や参加者の成長等を分かりやすく整理し、専用ウェブサイ

トや SNS 等を通じて広く発信すること。また、これらの成果を踏まえ、次年度の参

加促進や事業効果の向上につながる周知・広報手法について、具体的な提案を行う

こと。 

 【参考：令和７年度の取組】 

    活動内容や成果を取材し、記事レポートを作成するとともに、インタビューや活動

状況の様子を撮影・編集した動画を作成。 

  （エ）既存の専用ウェブサイトや各種 SNSは、（１）②に示す方法により管理運営を行う

こと。 

 

６ 経 費 

（１）対象となる経費 

① ウェブサイトの運営や改修、取材・編集等に要する経費（人件費、機器・機械等のレ

ンタル・リース費、消耗品費、旅費、謝金等）、地域活動インターンシップに要する

経費（人件費、広報費、消耗品費、旅費、謝金等）その他事業実施に必要な経費 

     ※機器・機械等については、原則リース又はレンタルでの対応とする。 

 

② 消費税及び地方消費税 

上記①の経費にかかる消費税及び地方消費税 

 

（２）対象外の経費 

土地、建物の取得に係る経費、物品、施設や設備を設置又は改修する経費、受託者の 



本来業務に係る経費、参加者に係る費用（人件費、謝金、旅費等）、領収書等により委託

事業として支払ったことが明確にできない経費、その他事業との関連性が認められない

経費 

 

７ 著作権等 

（１）本業務により制作されるコンテンツ、システム、マニュアル等の著作権は兵庫県に帰 

属することとし、兵庫県は加工及び二次利用出来ることとする。 

（２）著作権・肖像権に関して、権利者の許諾が必要な場合は、事業実施団体は必要な権利 

処理を行うものとする。なお、著作権・肖像権等に関して何らかトラブルが生じた場合、 

事業実施団体の責任において処理するものとする。 

 

８ 契約不適合責任 

（１）契約不適合責任は、検収合格日から１年とする。 

（２） 検収合格日より１年間にセキュリティ上の問題等のプログラム修正が発生した場合は、 

事業実施団体が更新作業を行うこと。 

 

９ 留意事項 

（１）事業実施に際しては、企画提案書中の全ての提案が採用されるものではない。県と事

業実施団体との相談によって、事業内容の変更を行う可能性がある。また、契約書及び

仕様書並びに採択された企画書に記載のない事項や、新たな事項が生じた場合には、県

民躍動課と協議し、その指示に従うこと。 

（２）事業実施団体は、本事業が兵庫県との委託契約に基づく公的事業であることを十分認

識し、適正な事業及び経費の執行に努めることとする。 

（３）本事業の経理を明確にするため、帳簿や通帳口座を本事業単独で作成する等、事業実

施団体が実施している既存事業の経理と明確に区分して会計処理を行うこと。 

（４）事業実施に際しては、県民躍動課と連絡を密にして業務にあたり、業務の進捗状況に

ついては、県民躍動課と協議し、その指示に従うこと。 

（５）業務全般を統括できる業務責任者を置き、その者を通じて必要時に連絡・協議が行

える体制とすること。 

（６）事業実施団体は、実績報告書の記載内容が確認できる書類（会計関係帳簿類、通帳

等）を事業終了後５年間保存すること。 

（７）機密の保持 

事業実施団体は本業務を通じて知り得た情報を契約以外の目的に利用し、第三者に提

供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止、そ

の他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様と

する。 

（８）個人情報の保護 

事業実施団体は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護に

関する法律及び関係法令を遵守しなければならない。 

（９）再委託 



本業務の全部又は主体的部分（総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分）を一

括して第三者に委任し、又は請け負わせること（以下「再委託」という。）はできない。 

また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏

名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を県に提出し、

県の書面による承認を得た場合は、県が承認した範囲の業務を第三者（以下「承認を得た

第三者」という。）に再委託することができる。 

なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、

受注者は県に対し全ての責任を負うものとする。 

（10）本事業については、事業終了後も含めて、兵庫県監査委員等の検査対象となる場合

があるため、事業実施団体は、検査対象となった場合は検査に協力すること。 

（11）令和９年度に県が同事業を実施する場合、県及び令和９年度の事業受託者に対して、

必要となる情報提供・引継等を遺漏なく行うこと。 

 


